
矢作川流域委員会 規約【改正案】

（趣旨）

第１条 この規約は、「矢作川流域委員会」（以下、「委員会」という。）の設置について、

必要な事項を定めるものである。

（目的等）

第２条 委員会は、国土交通省中部地方整備局（以下、「整備局」という。）が定める「矢

作川水系河川整備計画（大臣管理区間）」の策定に際し、学識経験者等から意見を

聴くことを目的に、国土交通省中部地方整備局長（以下、「整備局長」という。）

が設置する。

２．委員会は、「矢作川水系河川整備計画（大臣管理区間）」（原案）について意見を

述べる。

３．委員会は、「矢作川水系河川整備計画（大臣管理区間）」（原案）の作成段階にお

いて、河川と流域の視点から課題解決が図られるよう助言を行う。

４．委員会は、関係住民や関係地方公共団体等からの意見聴取にあたり、その聴取方

法等について助言を行う。

（組織等）

第３条 委員会は、整備局長が委嘱する委員（別表）で構成する。

２．委員の任期は、２年とし、再任を妨げないものとする。

３．委員会は、特定の課題について審議を行うため、必要に応じて部会等を設けるこ

とができる。

４．部会等を設置する場合には、部会等の規約等を委員会において定める。

（運営等）

第４条 委員会には、委員長を置くこととし、委員長は委員の互選によってこれを定める。

２．委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３．委員会は、委員長が招集する。

４．委員会は、委員総数の過半数２／３の出席をもって成立する。

５．委員会は、必要と認める場合は、専門家や関係住民等から意見の聴取及び資料の

 第１０回矢作川流域委員会資料 
資料－７ 



提供を受けること等ができるよう、必要な措置を行うことを整備局長に対して要請

することができる。

６．委員の代理出席は、原則として認めない。ただし、行政の職にある委員について

は、この限りではない。

（７．を追加）

７．委員は、意見を文書により委員会に提出することができる。

（情報公開）

第５条 会議は原則公開とし、会議及び会議資料の公開方法については、委員会で定める。

（事務局）

第６条 委員会の事務局は、整備局豊橋河川事務所に置く。

（規約の改正）

第７条 本規約の改正は、委員総数の３分の２以上の同意をもって、これを行うものとす

る。

（雑 則）

第８条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会におい

て定める。

付 則

（施行期日）

この規約は、平成１５年 ６月３０日から施行する。

この規約は、平成１７年 ４月２５日から施行する（別表変更）。

この規約は、平成１８年 ２月 ６日から施行する（別表変更）。

この規約は、平成２０年○○月 ○日から施行する。
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（ 別 表 ）

矢作川流域委員会 委員名簿

氏 名 専門分野 所 属 ・ 役 職 名

青山 光子 環境衛生 名古屋市立大学 名誉教授
あおやま み つ こ

岡田 耕一 水辺の学習 公募委員（愛知県岡崎市在住）
お か だ こういち

森との
片桐 澄子 ふれあい 公募委員（長野県下伊那郡根羽村在住）
かたぎり す み こ

可知 義明 行政 恵那市長
か ち よしあき

神谷 金衛 地域連携 矢作川沿岸水質保全対策協議会 会長
か み や きんえい

小尻 利治 水資源 京都大学防災研究所 教授
こ じ り としはる

駒田 格知 魚類、動物 名古屋女子大学家政学部 教授
こ ま だ のりとも

澤田 壽 漁業 矢作川漁業協同組合 元組合長
さ わ だ ひさし

四俵 正俊 河川 愛知工業大学土木工学科 教授
しだわら まさとし

柴田 紘一 行政 岡崎市長
し ば た こういち

鈴木 公平 行政 豊田市長
す ず き こうへい

ダムとの
鈴木 峰夫 関わり 上矢作ダム問題連絡協議会 委員
す ず き み ね お

◎ 辻本 哲郎 河川 名古屋大学大学院工学研究科 教授
つじもと てつろう

寺本 和子 治山、砂防 豊橋創造大学短期大学部 教授
てらもと か ず こ

川との
硲 さくら ふれあい 公募委員（愛知県豊田市在住）

はざま

藤田 裕一郎 河川 岐阜大学流域圏科学研究ｾﾝﾀｰ 教授
ふ じ た ゆういちろう

藤田 佳久 地理 愛知大学文学部 教授
ふ じ た よしひさ

前田 弘司 マスコミ 中日新聞 論説委員
ま え だ こ う じ

松尾 直規 水質 中部大学都市建設工学科 教授
ま つ お な お き

眞継 隆 経済政策 愛知学院大学総合政策学部 教授
ま つ ぎ たかし

水野 瑞夫 植物 岐阜薬科大学 名誉教授
み ず の み ず お

光岡 史郎 農業水利 （財）愛知・豊川用水振興協会 相談役
みつおか し ろ う

◎は、委員長 （敬称略、五十音順）
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